
   守山市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱 

令和７年４月１日 

守山市告示第 250号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）の補装具費支給の対象とならない聴力機能の低下した高齢者に対

して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の社会参加を促

進し、認知症の予防に資することを目的とする。 

 （助成対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する65歳以上の者であって、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師（以下「医師」という。）から補聴器使用の必要性を

認められる者であること。 

 (2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であること。 

 (3) この要綱による助成を受けたことがない者であること。 

 (4) 守山市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱（平成23年告示第

17号）第1条に規定する特定滞納者でないこと。 

 （助成対象経費） 

第３条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、医師が補

聴器の使用の必要性を認める装用効果の高い左右いずれかの耳に装着する補聴器本体１

台分（電池、充電器およびイヤモールドを含む。）の購入に要する経費とする。 

２ 事業の対象となる補聴器は、公益社団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者

が在籍する認定補聴器専門店（以下「販売店」という。）で購入した補聴器本体に限る

ものとする。 

３ 助成対象経費には、附属品の購入に要する経費、送料、診察料、文書料その他の市長

が助成対象経費に適さないと認める経費を含まない。 

 （助成金額） 

第４条 助成金の額は、助成対象経費の２分の１の額（千円未満切り捨て）または市民税

非課税世帯にあっては４万円、市民税課税世帯にあっては２万円のいずれか低い方とす

る。 

 （交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、守山市高齢者

補聴器購入費助成金交付申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲

げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 



 (1) 医師が対象者の聴力検査を実施し交付した守山市高齢者補聴器購入費助成事業医師

意見書（別記様式第２号。以下「意見書」という。）（申請書の提出の日前６月以内

に発行されたものに限る。） 

 (2) 前号の意見書に基づき、販売店が作成した見積書 

 (3) 申請者と同一の世帯に属する者全員の前年の住民税課税状況が確認できる書類（本

市が確認できない場合に限る。） 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

助成金の交付の可否を決定し、守山市高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書（別記

様式第３号）または守山市高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書（別記様式第４

号）により申請者に通知するものとする。 

 （補聴器購入） 

第７条 前条の規定により助成金の交付の決定の通知（以下「交付決定」という。）を受

けた者は、交付決定後すみやかに交付決定通知書に記載された業者より補聴器を購入す

るものとする。 

 （助成金の請求および支払い） 

第８条 前条により補聴器を購入した申請者は、申請年度の３月31日までに守山市高齢者

補聴器購入費助成金交付請求書（別記様式第５号）に領収書を添えて、市長に助成金を

請求するものとする。 

２ 市長は、前項により請求があったときは、その内容を審査の上、交付決定を受けた者

に対して、助成金を交付するものとする。 

 （決定の取消し） 

第９条 市長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。 

 (1) 虚偽または不正の手段により助成金を受けたとき。 

 (2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、または担保に供したとき。 

 (3) その他補聴器の助成が不適切であると市長が認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付さ

れているときは、既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。 

 （アンケート調査への協力） 

第10条 申請者は、交付決定時と補聴器使用一定期間経過後に、補聴器装用に係るアンケ

ート調査に協力するものとする。 

 （関係帳簿の整備） 

第11条 市長は、助成金の交付に当たって、守山市高齢者補聴器購入費助成事業交付決定

簿を備え、必要な事項を記載するものとする。 

 



付 則 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 守山市補助金等交付規則（昭和53年規則第１号）第16条第２項に規定する検証期限は、

令和10年３月31日とする。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は令和７年５月 12 日から施行し、同日以後になされた申請について適用す 

る。 

（守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正） 

２ 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱（平成23年告

示第17号）の一部を次のように改正する。 

   〔次のよう〕略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別 記 

 様式第１号（第５条関係） 

    年 月 日 

守山市長 あて 

守山市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書 

 

次のとおり守山市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱第５条の規定により申請しま

す。 

申請者（対象者） 

フリガナ  
生年月日 年  月  日（  歳） 

氏名  
電話番号     （     ） 

住所 
〒 

 

対象要件 

 

※該当する場合は☑してください。 

世帯の住民税課税状況等 □市民税非課税世帯 □市民税課税世帯 

過去に当事業の助成を受けたことがあるか   □ない □ある 

添付書類 ※該当するものに☑してください。 

□医師意見書（様式第２号）の原本（６か月以内に発行されたもの） 

□補聴器の見積書（宛名が申請者のもの） 

□補聴器のパンフレット等 

□申請者と同一の世帯に属する者全員の前年の住民税課税状況が確認できる書

類（本市が確認できない場合に限る。） 

同意欄 次に掲げる事項について同意します。 

１ 購入費等助成金の交付審査のため、世帯課税状況および市税等の納付状況

ならびに身体障害者手帳取得状況等必要な事項について、市職員が調査を行

うこと 

２ 補聴器の購入に係る情報を医師、補聴器販売店等に確認すること 

３ 交付決定時および補聴器使用一定期間経過後にアンケートに協力すること 

申請者署名                  

代筆者             （続柄   ）  

【申請書提出者（通知送付先）】（申請者と同じ場合は記載不要） 

フリガナ  電話番号  

氏名  申請者との関係  

住所 〒 



 様式第２号（第５条関係） 

守山市高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書 

 

対
象
者 

住所 守山市 

氏名 
 

 
生年月日   年  月  日（ 歳） 

難聴の原因とな

った疾病名 

 

聴力検査結果 

以下の該当するチェック欄（□）に☑印を記入し、聴力レベルをご

記入ください。 

 

□両耳とも聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満 

 

 

平均聴力レベル 右     デシベル  左     デシベル 

（４分法） 

 

補聴器の必要性 □必要（□右耳  □左耳） 

上記のとおり意見する。 

    年   月   日 

 

 

 

所在地 

医療機関名 

医師氏名 

※本意見書は、耳鼻咽喉科を標ぼうする医師が作成してください。 

※本意見書は、記入後に対象者へお渡しください。（文書料は対象者負担です。） 

 

 

 

 



 様式第３号（第６条関係） 

守 第  号 

                                 年 月 日 

      様 

守山市長 

守山市高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった守山市高齢者補聴器購入費助成金について下記のとおり

交付することに決定したので守山市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱第６条の規定に

より通知します。 

 

記 

１ 決定内容 

対

象

者 

住所 守山市 

氏名  

生年月日 年  月  日 

決定番号 第    号 

決定日 年  月  日 

販売店名  

見積額  

助成金額（※）  

※助成金額：購入額の２分の１ 

非課税世帯は上限40,000円、課税世帯は上限20,000円 

 

２ 交付の条件 

 (1) 守山市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱を遵守すること。 

 (2) 本通知を受取後、速やかに補聴器を購入すること。 

 (3) 補聴器の購入後、申請年度の３月31日までに領収書の写し等を添えて守山市高齢者

補聴器購入費助成金交付請求書を市に提出すること。 

 

 

 



 様式第４号（第６条関係） 

                                守 第  号 

                                 年 月 日 

       様 

守山市長 

 

守山市高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった守山市高齢者補聴器購入費助成金について下記のとおり

交付しないことに決定したので、守山市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱第６条の規

定により通知します。 

記 

１ 対象者 

  住所：守山市 

  氏名： 

  生年月日： 

 

２ 不交付の理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第５号（第８条関係） 

年 月 日 

守山市長 あて 

請求者（申請者）住所 

    氏名           印 

    電話番号   

 

守山市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書 

 

 交付決定のあった助成金について、守山市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱第８条

の規定により、下記のとおり請求します。 

記 

 

１ 請求金額（助成金額）       円 

 

２ 添付書類 

  □領収書のコピー（宛名が申請者のもの） 

  □助成金の振込先がわかる通帳のコピー（中面のカナ名義が印字されているページ） 

 

３ 振込先口座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関名 

 

      銀行・農協 

        （   支店・支所・出張所） 

      信用金庫・信用組合 

口座種別 普通 ・ 当座 

口座番号 
 

 

フリガナ 

口座名義 

 

 

【請求書提出者】（請求者と同じ場合は記載不要） 

フリガナ  電話番号  

氏名  申請者との関係  

住所 〒 

 

振 
 

込 
 

先 


